
公益財団法人平野政吉美術財団職員（学芸員）募集要項  

 
秋田県立美術館を指定管理者として運営する公益財団法人平野政吉美術財団（以下財団という）では、 

下記のとおり職員を募集します。 

記 

●募集職種及び募集人数  

財団職員（任期付き）＜学芸員＞   1 名 

●職務内容   

作品・資料の保管、展示、調査研究及び教育普及事業その他美術館学芸業務全般 

●任用期間 

令和 6 年 5 月 21 日～令和 7 年 3 月 31 日  

※任期更新  あり（１回まで）。勤務成績を考慮のうえ判断します。 

※正職員登用 あり。 

任期更新後に本人希望のうえ勤務成績が水準以上であり、課された試験で一定の 

成績を収めた場合。 

●勤務場所  

 秋田県立美術館（秋田市中通 1 丁目 4 番 2 号） 

●応募資格   

（1）学芸員の資格を有する者、または学芸員資格取得予定者 

（2）38 歳以下であること（年齢制限該当自由：専門性が高く、キャリア形成が必要なため） 

（3）大学または大学院において、美術（美学・美術史）に関する専門課程を修了した者 

（4）美術館活動に関心が高く、周囲との協調性を重んずる者 

●応募書類 

（1）写真添付の履歴書（JIS 規格） 

（2）大学卒業証明書または卒業見込証明書 

（3）学芸員資格取得証明書（資格試験合格書の写しまたは単位取得証明書など） 

（4）論考「平野政吉コレクションについて」 800 字程度 文書作成ソフト、手書きなど形式問わず 

  ※ 封筒の表に「美術館学芸員応募書類在中」と朱書の上、郵送ください。 

※ 応募書類は不採用の場合に返却いたします。 

●応募締切  

 令和 6 年 4 月 30 日（必着） 

●書類提出先 

 〒010-0001 

 秋田県秋田市中通一丁目 4-2 秋田県立美術館内 公益財団法人平野政吉美術財団 総務課   

●選考方法 

第一次選考：書類による審査、論考審査 

      結果通知 全員に通知します。第一次選考合格者にはあわせて、第二次選考 



の日時・場所等詳細を連絡します。 

第二次選考：第一次選考合格者を対象に論文試験（学芸員としての専門的知識についての 

筆記試験）と個別面接 

結果通知 合否を本人に通知します。 

●勤務条件 

(1)勤務日   週 5 日勤務。1 日の勤務時間は、休憩時間を除き 8 時間。 

(2)勤務時間  午前 9 時 30 分から午後 6 時 30 分 (繁忙の場合は月 10 時間程度の時間外勤務あり) 

 (2)休務日   週 2 日  

(3)給与    月額 170,000 円～ その他諸手当は財団有期雇用職員給与規程によります。 

(4)その他の勤務条件 財団臨時職員就業規則によります。    

●問い合わせ先 

秋田県立美術館内 公益財団法人平野政吉美術財団 総務課  電話 018-833-5809 


